
新型コロナウイルス感染症に関する主な 策援支
対　象 事　業 概　要 相談窓口

給　付

▶ 基準日 ( 令和２年４月 27 日 ) に住
民基本台帳に記録されている方 ▶ 特別定額給付金 特別定額給付金を支給します。

【対象者 1人につき 10万円】
特別定額給付金コールセンター
☎ 0120-260020
みどり市社会福祉課☎ 76-0975

▶ 子育て世帯の方
※児童手当 (本則給付 )受給世帯

▶ 子育て世帯への臨時特別給付金
児童手当（本則給付）を受給する世帯に対して、
臨時特別給付金を支給します。
【対象児童１人につき１万円】

みどり市こども課
☎ 76-0995

▶ みどり市子育て世帯支援金
国からの臨時特別給付金に上乗せして市独自
の支援金を支給します。
【対象児童１人につき１万円】

みどり市こども課
☎ 76-0995

▶ 医療、介護、障がい、保育（学童保
育含む）現場に従事している方 ▶ みどり市医療・福祉施設従事者

応援金
医療・福祉現場従事者に応援金を
支給します。
【１人につき 5,000 円】

みどり市介護高齢課
☎ 76-0974

▶ 離職等により経済的に困窮し住居を
失った（失うおそれがある）方 ▶ 住居確保給付金

一定期間、家賃相当額を大家等へ支給します。
【単身世帯：30,700 円以内】
【２人世帯：37,000 円以内】

みどり市社会福祉課
☎ 76-0975

貸　付

▶ 生計維持のため、緊急かつ一時的に
資金が必要な方 ▶ 緊急小口資金 生計維持のため少額の費用を貸付けます。

【原則 10万円以内、最大 20万円】
みどり市社会福祉協議会
☎ 76-4111

▶ 生活再建までの資金が必要な方 ▶ 総合支援資金（生活支援費）
生活再建までの生活資金を貸付けます。
【２人以上の世帯：月 20万円以内】
【単身世帯：月 15万円以内】

みどり市社会福祉協議会
☎ 76-4111

▶ 生計維持が困難となった大学生・高
校生等 ▶ みどり市新型コロナウイルス

感染症対策学生支援金
経済的に困っている学生の生活を支援するた
め生活資金を貸付けます。
【１口 10万円（最大３口 30万円まで）】

みどり市教育総務課
☎ 76-9844

その他
▶ 身体障害者手帳等の交付を受けてい

る方など ▶ 軽自動車税（種別割）の減免申請
期限の延長

令和２年度軽自動車税（種別割）について、
減免申請期限を６月 30日まで延長します。
【身体障害者等減免、構造減免、公益減免】

みどり市税務課
☎ 76-0964

▶ 新型コロナウイルス感染症の影響に
より内定取消となった学生等 ▶ 新型コロナウイルス感染症の影響で

内定取消を受けた学生等への支援
市役所で働く会計年度任用職員（事務補助／
非常勤職員）として募集しています。

みどり市総務課
☎ 76-0961

みどモス

国

令和２年
６月５日現在

…国の事業
…県の事業
…市の事業

対　象 事　業 概　要 相談窓口

給　付

▶ 新型コロナウイルス感染症拡大によ
り、前年同月比で売上 50%以上減
少した事業者

▶ 持続化給付金
事業全般に広く使える給付金を支給します。
【法人：上限 200万円】
【個人事業者：上限 100万円】

持続化給付金事業コールセンター
☎ 0120-115-570

▶ 一時的に休業や出向を行って、労働
者の雇用維持を図った事業者 ▶ 雇用調整助成金（特例措置）

休業手当、賃金等の一部を助成し
ます。
【１人１日当たり上限 8,330 円】

学校等休業助成金・支援金、
雇用調整助成金コールセンター
☎ 0120-60-3999

▶ 小学校等の臨時休業に伴い、子ども
の世話が必要な労働者に有給を取得
させた事業主

▶ 小学校休業等対応助成金
有給休暇を取得した対象労働者に
支払った賃金相当額を助成します。
【賃金相当額（１人１日当たり上限 8,330 円）】

学校等休業助成金・支援金、
雇用調整助成金コールセンター
☎ 0120-60-3999

▶ 小学校等の臨時休業に伴い、子どもの
世話を行うため、契約した仕事ができ
なくなった個人で仕事をする保護者

▶ 小学校休業等対応支援金
就業できなかった日について支援
金を支給します。
【就業できなかった日 １日当たり 4,100 円】

学校等休業助成金・支援金、
雇用調整助成金コールセンター
☎ 0120-60-3999

▶ 県の休業要請中の一定期間、休業ま
たは営業時間の短縮を行った中小企
業、個人事業者

▶ 感染症対策事業継続支援金
県の休業要請により、休業または営業時間の
短縮を行った事業者に支援金を支給します。
【１事業者当たり 20万円】

感染症対策事業継続支援金受付センター
☎ 050-5371-6437

▶ 市内の小規模事業者
（従業員数５人以下） ▶ みどり市小規模事業者感染症対策

協力金
感染拡大防止に取り組む市内の小規模事業者
に協力金を支給します。
【１事業者当たり５万円】

みどり市商工課
☎ 76-1938

貸付等

▶ 新型コロナウイルス感染症により一
時的な業況悪化を来している事業者 ▶ 日本政策金融公庫による「新型コ

ロナウイルス感染症特別貸付」
特別利子補給制度と併用することで実質的な
無利子化融資となります。

日本政策金融公庫
事業資金相談ダイヤル
☎ 0120-154-505

▶ 新型コロナウイルス感染症により影
響を受けている中小企業者 ▶ 経営サポート資金「新型コロナウ

イルス感染症対策資金」
経営サポート資金の一部について、金利の引
き下げ、保証料補助を行います。

群馬県経営支援課
☎ 027-226-3332

▶ 著しい信用収縮が生じた中小企業者 ▶ 群馬県新型コロナウイルス感染症
対応資金

県制度融資に新資金を設け、中小企業者の資
金繰りを支援します。

群馬県経営支援課
☎ 027-226-3332

▶ 外出自粛要請により売上が激減した
事業者 ▶ 中小企業向け制度融資の拡充

市制度融資「小口資金融資」の利率緩和によ
り市内中小企業の事業継続を支援します。
【貸付利率：年 1.7％に引き下げ】

みどり市商工課
☎ 76-1938

みどモス

事業者向け

個人・世帯向け

対　象 事　業 概　要 相談窓口

その他

▶ 新型コロナウイルス感染症の影響に
より金融支援や生活支援を受ける方 ▶ 諸証明発行手数料の免除

手続きで必要となる諸証明（市で発行する税
証明や住民票の写し、印鑑登録証明書など８
種類）の発行手数料を免除します。

みどり市市民課☎ 76-0972
みどり市税務課☎ 76-0964
みどり市納税課☎ 76-0956

▶ 新型コロナウイルス感染症の影響に
より納税が困難な方 ▶ 市税の猶予制度 特定の事情があるときは市に申請することで、

最長１年間納税が猶予されます。
みどり市納税課
☎ 76-0956

▶ 市内在住者及び市内事業者 ▶ 消毒液（次亜塩素酸水）の無料配布
除菌効果のある次亜塩素酸水を無料で配布し
ます。（ペットボトル等の空き容器を持参）
【１人につき 500ml まで】※各庁舎で配布中

みどり市財政課
☎ 76-0963

みどモス

個人・事業者向け

※ 5/21 ～
　順次支給

※ 5/28 ～
　順次支給

※ 5/28 ～
　順次支給

※ 6/1 ～
　申請受付
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